
　
今
月
号
は
、
い
つ
も
の

枠
を
拡
大
し
、
町
内
の

「
さ
さ
え
あ
い
」
の
一
部

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　「
さ
さ
え
あ
い
」
と

は
、
地
域
の
住
民
同
士
の

気
楽
で
自
然
な
つ
な
が

り
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

「
お
互
い
さ
ま
」
と
も
呼

ば
れ
る
、
助
け
助
け
ら
れ

る
関
係
で
す
。
地
域
に
お

け
る
支
え
合
い
を
育
み
、

社
会
参
加
を
推
進
す
る
こ

と
は
、
健
康
寿
命
を
伸
ば

し
、
元
気
に
生
活
す
る
こ

と
へ
つ
な
が
り
ま
す
。

　
自
分
ら
し
い
生
活
を
住

み
慣
れ
た
家
や
地
域
で
送

り
続
け
る
コ
ツ
は
「
さ
さ

え
あ
い
」
に
あ
り
ま
す
！

　
町
内
に
は
自
主
運
営
の

体
操
サ
ー
ク
ル
が
た
く
さ

ん
！
体
操
自
体
は
も
ち
ろ

ん
、
集
ま
る
こ
と
や
、
サ

ー
ク
ル
の
お
世
話
自
体
が

元
気
の
素
に
な
り
ま
す
。

　
地
域
支
え
合
い
推
進
会

議
主
催
で
、
町
内
に
お
住

ま
い
の
中
村
秀
子
さ
ん

（
ペ
ン
ネ
ー
ム
／
中
村
日

汀
子
さ
ん
）
が
50
年
以
上

創
作
さ
れ
た
鉛
筆
画
や
詩

の
作
品
展
を
こ
れ
ま
で
に

３
回
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
お
家
で
コ
ツ
コ
ツ
と
取

り
組
ん
だ
趣
味
を
、
一
歩

お
家
の
外
に
出
し
て
み
ま

せ
ん
か
？
ご
自
分
の
元
気

の
素
が
誰
か
の
元
気
の
素

に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
違
う
世
代
同
士
が
出
会

え
ば
、
発
見
が
お
互
い
に

起
こ
り
ま
す
。
昔
の
良
さ

と
今
の
良
さ
、
混
ぜ
た
ら

も
っ
と
素
敵
な
未
来
に
！

美
留
和
小
学
校
で
の

イ
モ
団
子
教
室

イ
モ
団
子
の
作
り
方
や
コ

ツ
を
地
域
の
方
に
学
び
、
楽
し

く
交
流
し
ま
し
た
。

美
留
和
サ
ロ
ン

　
美
留
和
地
域
の
皆
さ
ん
で
行

わ
れ
る
交
流
会
の
３
周
年
記
念

パ
ー
テ
ィ
ー
で
は
、
ご
ち
そ
う

作
り
や
輪
な
げ
な
ど
の
ゲ
ー
ム

で
交
流
し
、
世
代
を
超
え
て
盛

り
上
が
り
ま
し
た
。

　
お
茶
飲
み
、
お
か
ず
の
お
裾
分
け
、
散
歩
途
中
の
あ
い
さ
つ
、

生
活
の
中
に
「
さ
さ
え
あ
い
」
は
た
く
さ
ん
。
素
敵
な
「
さ
さ
え

あ
い
」
を
ご
存
じ
で
し
た
ら
ぜ
ひ
教
え
て
く
だ
さ
い
！

❏
問
い
合
わ
せ
先
／
役
場
福
祉
課
地
域
包
括
支
援
係
☎
４
８
２
‐

２
９
２
１（
課
直
通
）ま
で
。

さ
さ
え
ら
れ
た
あ
な
た
は
、

　
　
　
誰
か
を
さ
さ
え
て
る
。

　
　
　
　
　
　
そ
れ
が
「
さ
さ
え
あ
い
」

自主運営の体操サークル

多世代交流の場

中村日汀子さん作品展「夢のひととき展」

これからも続けましょうよ
たのしい弟子屈ライフ！

あ
な
た
の
知
っ
て
る

「
さ
さ
え
あ
い
」
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？
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（広告）

9 広報てしかが 2023.3

後期高齢者医療制度のお知らせ
～障害認定申請について～

　一定の障がいのある６５歳から７４歳までの方のうち、申請により北海道後期高齢者医療広域連合の認定を受
けた方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。

【 ご 報告 】
2 0 2 3年 、民宿美里は新しいスター ト を切 り ま し た 。
2月よ り名称は  「 T E S H I K A G A  H O S T E L  M I S A T O 」 に変更 。
今後は 、移住体験 ・中長期滞在施設と して もご利用頂けます 。
食堂スペースでのイベン ト開催 、 ものづ く り体験教室も実施しています 。
随時見学も可能です 。 お気軽にご連絡 くだ さい 。

T E S H I K A G A  H O S T E L  M I S A T O
電話 ： 0 1 5 - 4 8 6 - 9 9 3 9 / 担当 ： 高 山
メ ー ル ： i n f o @ m i s a t o h o u s e . c o m
1 泊 、 6 , 0 0 0 円 〜

← L I N E 友達登録
最新情報 を お 見 逃 し な く ！

●一定の障がいとは

●脱退手続きについて

●申請先

⑴　国民年金などの障害年金１級・２級を受給している方
⑵　身体障害者手帳１級・２級・３級をお持ちの方
⑶　身体障害者手帳４級をお持ちで、次のいずれかに該当される方
　○音声障害
　○言語障害
　○下肢障害４級１号（両下肢のすべての指を欠くもの）
　○下肢障害４級３号（一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの）
　○下肢障害４級４号（一下肢の機能の著しい障害）
⑷　精神障害者保健福祉手帳１級・２級をお持ちの方
⑸　療育手帳A（重度）をお持ちの方

　後期高齢者医療制度の被保険者（加入者）となる方は、それまで加入していた国民健康保険、健康保険
組合、共済組合などの健康保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。加入するこ
とにより、病院での窓口負担割合額、保険料が変わります。また、扶養となっている方がいる場合は、脱
退に伴い国民健康保険への加入の手続きが必要です。
　脱退手続きについては、各保険者へお問い合わせください。

　申請は役場健康こども課窓口で受け付けています。

問い合わせ先／北海道後期高齢者医療広域連合☎０１１‐２９０‐５６０１
　　　　　　　役場健康こども課保険年金係☎４８２‐２９３５（課直通） 


